
発議第８号

公共施設等計画に関する特別委員会の設置について

上記の議案を、別紙のとおり多可町議会会議規則第 13 条第１項及び第２項の

規定により提出する。

（提案理由）

公共施設等の計画を調査するため、特別委員会を設置する。
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決議第３号 

 

 

公共施設等計画に関する特別委員会設置に関する決議 

 

 

次のとおり公共施設等計画に関する特別委員会を設置するものとする。 

 

 

                                記 

 

 

１ 名 称   公共施設等計画に関する特別委員会 

 

２ 設置の根拠   地方自治法第 109 条及び多可町議会委員会条例第５条 

 

３ 目 的   公共施設等計画に関する調査 

 

４ 委員の定数   １３人 

 

５ 設 置 期 間   調査が完了するまで設置を継続するものとする 

 

６ そ の 他   調査が完了まで閉会中の継続調査ができるものとする 

 

 


